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委 任 約 諾 書 

 

 私は「トップゲイン・ハヤシファンド関連ファンド被害対策弁護団への参加手続に関す
る説明書」をよく読み，下記事前承諾事項を承諾の上，貴職らに下記事項を委任致します。 
１ 委任事項 
  以下の事項のうち，各事案に必要な範囲で，貴職らが選択したもの。 
（１）株式会社ﾊﾔｼﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（旧株式会社ｴﾝｼﾞｪﾙ･ｺﾑ），ﾄｯﾌﾟｹﾞｲﾝ株式会社，その他

関係会社及びその役員，関係者らに対する，損害賠償請求等交渉，保全，破産申立て，
破産手続における債権届出，債権査定申立等一切の手続，訴訟その他の裁判上，裁
判外のこれに付随する一切の事項。 

（２）上記（１）が上級審，不服申立手続，執行手続に移行した場合の訴訟，執行手続及
びこれに付随する一切の事項。 

（３）その他，貴職らが被害救済のために必要と判断する手続を行うこと。 
（４）その他，上記各手続による支払金の受領等上記に付随する一切の事項。 
２ 事前承諾事項 
（１）貴職らが，私以外の被害者から現に委任を受けており，また，今後も広く委任を受

けるものであることを十分に承知の上で依頼するものであり，自己以外の依頼者に対
する関係で優越する地位にあることを主張，あるいは，要求しないこと。 

（２）私の訴訟等手続が，他の被害者らと同一ないし歩調を合わせた手続で行われること。 
（３）貴職らが，私の利益だけでなく，広く委任を受けた被害者全体の利益のために最も

相当であると判断した方針に従って行動すること。 
（４）着手金は返還されないこと。 
（５）回収した金員について，原則として被害額に応じて，弁護団が正当と考える割合で

公平に分配されること。 
（６）事件依頼に際しては次の基準による着手金を，事件終了時には次の基準による報酬

金及び実費をそれぞれ支払うこと（いずれも消費税込み）。ただし，報酬金は回収金
額がある場合に発生し，実費は回収金額がある場合にのみ清算する。なお，報酬金の
発生及び計算については，いかなる手続によって被害回復がなされたかを問わない。 

着手金：被害額×３．１５％ 
報酬金：回収金額から実費を差し引いた額の１６．８％ 
実 費：現実に費消した金額 

（印紙代，コピー代，交通費，通信費，通訳費用，鑑定費用，調査費用そ
の他弁護士費用の他に本件事件の処理のために必要な費用） 

（７）上記着手金の支払いをしない場合は，貴職らが私の事件処理に着手せず，さらに催
告されても私が支払いをしないときは，貴職らが辞任すること。また，それ以外の私
の責めに帰すべき理由によって私との信頼関係が破壊されるなどの事由により事件処
理を継続することが困難と判断した場合には，貴職らが辞任することができること。 

（８）貴職らへ依頼後，正当な理由なく途中で貴職らを解任した場合，貴職らの同意なく
依頼事件を終結させた場合，故意過失で依頼事件の処理を不能にした各場合は，これ
らの行為がなかったならば発生したと推定される報酬金全額を貴職らに支払うこと。 

（９）別紙の申込書及び本約諾書記載の住所及びメールアドレスを貴職らからの連絡先と
すること。また，貴職らが，本約諾書記載の住所等に通知しても到達しない場合等，
弁護団との信頼関係の維持を困難にする事情が生じた場合には，弁護団の判断により
本約諾書に基づく委任関係は解消される場合があり，貴職らは，既に私が納付した着
手金（実費含む）の返還を含む一切の義務を免れること。 

（１０）調査の結果，私について，被害救済を図るという貴職らの活動趣旨に反する事実
が判明した場合には，貴職らは辞任することができ，かつ，貴職らが私に対して他の
被害者のために損害賠償請求などの法的措置を講じる場合があること。 

 
上記内容を十分に理解した上で，約諾する。 
 

平成   年   月   日 
 
          住 所    〒 
 
          氏 名                        （印） 


